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第８回東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画策定委員会  

 

 

日  時  平成２４年４月１２日（木）午後６時３０分～午後９時００分 

場  所  婦人会館２階Ａ会議室  

出席委員  ８人 

 委員長   加 藤 仁 美 委員 

 副委員長  三 橋   誠 委員 

       永 田 尚 人 委員  本 川   交 委員 

       鏡     諭 委員  今 井 啓一郎 委員 

       高 橋 清 徳 委員  大久保 勝 盛 委員 

欠席委員  ２人 

       池 亀 ミ ヤ 委員  伊 藤 美 香 委員 

事務局職員  

 庁舎建設等担当部長      伊 藤 茂 男 

 庁舎建設等担当課長      高 橋 啓 之 

 企画政策課主査        堤   直 規 

 企画政策課主事        松 島 加代子 

事務局（（株）地域計画建築研究所）  

 主席研究員          野 口 和 雄 

 主席研究員          小 林 佑 造 

 主任研究員          黒 崎 晋 司 

 研究主任           田 中 史 志 

 

（午後６時３０分開会）  

◎加藤委員長 先日のワークショップは大変お疲れさまでございました。どうもありがとうご

ざいました。ただいまから第８回東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画策定委員会

を開催したいと思います。  

 本日の出欠席及び配付資料等について、事務局からお願いいたします。  

◎高橋庁舎建設等担当課長 まず、本日の欠席ですけれども、次第にございますように、池亀

委員からは欠席のご連絡をいただいております。あと、現在お見えになっていない永田委員、

伊藤委員、大久保委員につきましては、欠席のご連絡はいただいておりませんので、若干遅れ

て見えられるのかなと思ってございます。出席者については、設置要綱の第６条２項のとおり

半数以上の者の出席で開催ということになりますので、出席人数については問題はございませ
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ん。 

 それから、配付資料についてご説明をいたします。次第の次のページ、配付資料一覧の裏面

をご覧いただきたいと思います。本日お配りしている資料については、第８回、４月１２日、

一番下の欄の資料４３から４６でございます。資料４４と４６については事前送付ということ

で送らせていただいたかと思いますけれども、４４については一部を修正しましたので、新た

に印刷してお手元にお配りさせていただいております。 

 それから、市民ワークショップ（第２回）の結果概要についてというのが、資料４３として

本日お配りさせていただいたものでございます。  

 それから、資料４５につきましては事業構想（案）の論点整理ということで、今までこの委

員会の中で３つのパターンを考えてきたかと思いますけれども、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案という３つ

のパターンについての論点を整理したものでございます。  

 最後に、資料４６は策定委員会等のスケジュールについて（案）ということで、当初の予定

よりも少し延ばしたような形の変更案ということでご提案させていただいております。 

 最後に、カラー刷りのもので、先ほど申し上げましたＡ案、Ｂ案、Ｃ案の事業用地活用のイ

メージということで、写真をつけながらイメージ図をご提示させていただいております。  

 資料については以上になりますけれども、過不足等がございましたら事務局までお願いした

いと思います。よろしいでしょうか。  

◎加藤委員長 それでは、本日の議題に入りたいと思うんですが、その前に一たん休憩という

ことでお願いします。  

（ 休  憩 ） 

◎加藤委員長 再開させていただきます。  

 まず、議題の１、前回の市民ワークショップの結果につきまして、事務局からご説明をお願

いいたします。  

◎堤企画政策課主査 資料４３をご覧ください。ワークショップの内容については、当日の概

要を私から、アンケートの結果については田中研究主任から説明していただこうと思っており

ます。 

 実施概要としては、２０分ほど押しまして、午後１時半から４時５０分ぐらいまでかかりま

した。会場は予定どおりマロンホールで行っております。  

 参加者ですが、残念ながら天気にも恵まれずに１４人となっております。事前申込が９人、

当日が５人、男女で言えば男性８人、女性６人でした。年齢については伺っていないんですが、

やや年配の方が多かったかなという印象でございました。委員の方としては、加藤委員長、三

橋副委員長を初めとして、永田委員、今井委員、高橋委員、大久保委員、６人の方のご参加を

いただきました。  

 進行については、事前の説明のとおり投票１回ということと、あと、アンケートをとりなが

ら理由等も聞いて議論していくという形でやっております。  
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 投票の結果につきましては、賛成２票、反対１票を持って投票を行った結果、Ａパターン、

公共施設優先型は賛成６、反対７、民間活用優先型は賛成９、反対３、広場（段階的利用を含

む）は賛成１２、反対ゼロという形での投票結果となっております。ただ、この後さらに全体

討議を行っていただいて、講評なども経てアンケートを書いていただいていますので、アンケ

ートの結果は、Ｂ案のほうでも賛成、反対がより拮抗するような変化を見せております。  

 アンケート結果については、資料４４のとおりとさせていただきます。  

 成果と課題としては、参加者に活発なご議論をしていただいて、多くの意見をいただいたこ

とというのは成果であったと思っています。車座でやったことがよかったという点もあると思

うんですが、実際に参加者が少ないにもかかわらず活発に発言していただいたので、時間が押

してしまうぐらいでした。全体としてはほぼ予定どおりの円滑な運営ができたということにな

りますが、課題・反省点としては、やはりより多くの参加者の確保が挙げられます。けやき保

育園、ピノキオ幼児園にポスターを貼ることもしたんですけれども、若い方の参加がなかなか

いただけなかったというのが残念な点です。あと、全体的には、開催時期が１カ月遅れて、案

が詰め切れていなかったということもございまして、ボードトワイス方式でいけなかった点と

かは反省材料であろうと思っています。今回も、市民参加のやり方の１つとしましては、投票

をもって選択の行動をとってご議論していただくというのは、かなり熱が入った議論をいただ

けるという意味では効果的な方法なんだなと確認した思いがございます。  

 投票結果については、こういう投票結果なんですけれども、アンケートや理由にも表れるよ

うに、例えば広場案であれば、多大なコストがかからないために必要なんだとか、市全体での

施設整備計画ができていないので、将来に備えて広場案がいいんだとかという前提のもとで選

ばれているのが浮き彫りになってきます。ただ、例えばコストの問題で言えば、補助金や起債

の問題とかによってはＣ案のほうが財源的には実は厳しいんだとなると、また違う面が出てく

るとかということであると思っています。 

 アンケートについては、田中研究主任からお願いいたします。  

◎田中研究主任 では、資料４４をご覧ください。先ほど事務局の堤さんからご説明がありま

したように、１４人が参加されたんですけれども、アンケートは１３ということで、１人の方

は回答していただけなかったという結果になっています。性別については、先ほどありました

ように、男性のほうが若干多いという結果です。年齢は、６０代の方が５人と多くて、さらに

７０歳以上が４人ということで、やはり高齢の方が比較的多かったという結果でした。それか

ら、居住地では梶野町の方が５人ということで、東小金井周辺の方が圧倒的に多いという状況

です。 

 １ページめくっていただきまして、調査結果ですけれども、まず、パターンＡにつきまして

は、「積極的に進めるべき」、「できれば進めるべき」という方が２人、２人ということで合計４

人、逆に「できれば進めるべきではない」、「進めるべきではない」という消極的な意見の方が

５人ということで、ほぼ拮抗しているような状況になっています。  
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 問１の回答理由としては、「公共施設の配置計画等が現時点では不明だから」というご意見の

方が６人ということで、全市的な公共施設はどこに何を造るべきかというところが見えていな

い中で公共施設の整備を進めるべきではないというご意見が多かった。それから、もう１つの

問題としては、コストの問題として「コスト負担の問題があるから」というところと、箱物自

体が不要なんだというご意見もあったりして、そのあたりも、市の財政状況を考えたときに公

共施設優先型は余りよくないのではないかというご意見があったということです。 

 それから、パターンＡで必要・不要な施設に関しましては、図書館と高齢者の老人福祉施設

みたいなものが必要という意見がそれぞれ２人ずついたところです。不要な施設に関しては、

商業施設、集会施設、多目的施設。多目的施設というのは、特定のニーズにこたえられないと

いうところで、余りそういったものはよくないんじゃないかというご意見が出ておりました。  

 ３ページに参りまして、パターンＢにつきましては、ここも「積極的に進めるべき」と「で

きれば進めるべき」というご意見が５人、逆に「進めるべきではない」という消極的なご意見

が４人ということで、ここもほぼ拮抗している状態になっています。先ほどの投票結果では比

較的「進めるべき」というご意見が多かったんですが、アンケート結果では「進めるべきでは

ない」という意見が若干ふえている状況です。  

 回答理由については、これもコスト面で、民間活用により比較的市の負担が少ないというと

ころで賛成されている方が多いような状況です。逆に「進めるべきではない」というご意見と

しては、せっかくの公共用地なんだから公共目的で使うべきではないかというご意見が４人ほ

どいらっしゃったということで、このあたりは、せっかく用地を取得したんだから公共的に使

うべきだというようなご意見があったということです。  

 それから、一番下の必要・不要な施設に関しましては、ここも子育てとか老人福祉関係の施

設、図書コーナーみたいな形での部分もあったりして、やはり図書といった部分での意見が非

常に多いと言えるかなと思います。不要な施設では、やはり商業施設、集会施設・多目的施設

といったところで３人の方がいらっしゃる。あとは住宅街にふさわしくない施設、それから、

焼却炉については検討する必要があるのではないかというご意見も出ていました。これは、ワ

ークショップの中でのご意見としても以前出てきていたところではあります。  

 もう１ページめくっていただきまして、今度はパターンＣですけれども、こちらに関しては

「積極的に進めるべき」が３人で「できれば進めるべき」が４人ということで、進めるべきだ

という方が７人と多いというところです。逆に「進めるべきではない」、「できれば進めるべき

ではない」は３人ということで、どちらかというと推進派の方が多いという結果になっていま

す。 

 問３の回答理由としては、「将来、他の目的に転用しやすいから」ということで、段階的な利

用ということでご説明させていただいているので、将来的にほかの目的に変えやすいというと

ころで選んでいらっしゃる方が多い。それと、先ほどの説明の中でもありましたように、コス

ト面で大きな負担にならないというところも６人で、比較的多い結果になっています。  
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 それから、必要・不要施設に関しては、ここでもやはり図書館といった部分は出てきている。

あと、子どもがスポーツする場所がなくなっているというご意見がワークショップの中であっ

て、運動広場も出てきています。不要な施設では、商業施設についても不要というご意見があ

ります。 

 それから、独創性のある地元企業等との連携というところでは、「積極的に進めるべき」が７

人、「できれば進めるべき」が３人ということで、１０人の方が賛成というか、進めるべきとい

うご意見です。  

 回答理由としては、市外からの来街者が期待できるのではないかということと、東小金井に

しかない価値が創出できるというようなご意見が出てきているところです。  

 最後、自由回答としては、全市的な視点で「必要なものは何か」というのをもう少ししっか

り議論して進めるべきではないかという意見があったりですとか、あとは、多くの市民の方を

もう少し巻き込んで施設内容について検討する必要があるのではないかというようなご意見が

出ているところです。  

◎加藤委員長 ありがとうございました。ここまでのところで何かご質問がありましたらお願

いいたします。  

◎三橋副委員長 これはワークショップですから、１４人という人数はありますけれども、中

身は非常に示唆に富むところがたくさんあると思うんですよね。本当はここで一個一個につい

て話したいんですけれども、ただ、これは資料４５と結構重なるところがあるので、その辺に

ついては後で一緒に話をさせていただければと。あと、手続的なところだけなんですけれども、

宿題で、やりますとか何とかとその場で回答しているところが結構あったりするので、それに

ついては別にちゃんとやらないと、市民に対して裏切る話になってしまいますので、そのあた

りはしっかりと対応する必要があるんじゃないかなと思いました。 

◎堤企画政策課主査 宿題については、作業が遅れていて申しわけないんですが、会議録とあ

わせてチェックはしておりますので、お示しできるように考えております。資料が必要だとい

うことになれば用意しますし、又は口頭を含めて対応をとっていきたいと思います。  

◎加藤委員長 分かりました。  

 では、副委員長よりありましたが、私も、次の資料４５とあわせてご議論いただいたほうが

よろしいかなと思いますので、ほかにございませんでしたら、次に、市民ワークショップを踏

まえた事業構想の検討について整理したものをご紹介いただきたいと思います。お願いします。 

◎堤企画政策課主査 それでは、資料４５をご覧いただきたいと思います。こちらは正・副委

員長にもご相談しまして、Ａ、Ｂ、Ｃそれぞれについて意見の違いをまとめたものを議論の土

台にしていく必要があるというご助言もいただきまして、作ったものでございます。パターン

Ａの中では、公益性については、中規模の施設ができるために、市民ニーズは不足施設対応と

かを含めて最もできると。事業性では、起債による資金調達が最も見込めるんですが、整備費

や維持管理コストは最も大きくなってくるということになります。  
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 パターンＢでは、民間施設優先の中で小中規模の公共施設整備をするのと、それから、民間

施設による公益性の確保というのも見込めますが、民間部分について、採算性の観点から公的

性格については制限がされる。また、事業性については、市の初期投資としては最小となり、

かつ、まとまった地代が期待できたり、民間ノウハウを生かした施設整備によって維持管理コ

ストの低減等を期待することもできますが、土地取得費がそれによって賄い切れない可能性も

出てくる。  

 パターンＣは、広場によるにぎわいや交流等の効果と、今の案では小規模かつ簡易な公共施

設の整備をあわせた案になっておりますので、広場等と施設両方による活用の可能性や、また、

戦略的用地として担保して将来別の活用をするという可能性を担保することができるんですが、

先ほど申し上げたとおり、公共施設としては小規模かつ簡易となる。事業性では、整備費及び

維持管理費はＡ、Ｂ案と比べても最小となって、民間活用の余地も一部ありますけれども、段

階的利用等のために起債したりすることはできず、多くの部分を市の一般財源で賄うことにな

る可能性もあるというのが、雑駁に言えば、Ａ、Ｂ、Ｃの違いになってくると思います。細か

い点については、お読み取りいただいた後、ここはちょっと違うんじゃないのというお気づき

の点がありましたら、ご指摘をいただきたいと思います。  

 その上で、ぜひ補足をお願いします。  

◎野口主席研究員 お手元の図面を見ていただきながらご説明させていただければと思います。

土地区画整理上この程度の絵しか出せないということは、前提としてご理解いただければと思

っています。  

 まずＡパターンです。Ａパターンは、基本的に市が全体の事業をやった上で、この図で言う

と保育園側、右側が、市が自分で建物を建てて利用する、左側が、貸地あるいは売却をすると

いうイメージで民間の施設が入ってくることを前提にしております。なお、貸地あるいは売却

の場合には当然条件が付けられますので、その条件に基づいて。 

 こちら側が貸地あるいは売却、こちら側が市が単独で建物を造ると、イメージはあくまでも

イメージです。建物の箱も、高さ何メートルかさっぱり分からないというものですが、基本的

にこちらはおおむね２，０００平米、容積率２００％になっていますので、４，０００平米の

床面積の建物が建つという前提で、民間で造っていただきますので、最大限の採算を狙うとい

うことで考えたほうがいいと。ただし、条件として、こちらに民間の土地がありますので、ち

ょっと駐車場が必要だろうということで、これは横浜市役所前のけやき広場なんですが、やや

イメージした駐車場を造っている程度になります。基本的に民間施設は高齢者ケアサービスつ

きの高齢者専用賃貸住宅をちょっとイメージしているということで、その辺の建物を配置して

います。 

 右側が比較的大き目、中規模と書いてありますが、これも公共施設ということで、土地面積

が１，０００平米ありますので、最大使って２，０００平米の床面積が確保できる。ただ、２，

０００平米全部使うかどうかは置いておいて、少し広場的なものを造って、北側はここに保育
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園がありますので、地区計画上、歩道状空地となっておりますので、そういうものを作るとい

うことで、歩行者専用の通路のようなものにします。イメージとしては、施設を事例として置

いたという程度で、この程度の施設は恐らくできると考えています。この程度の規模ですから、

それなりの大きな集会所、その他のご要望になっている施設は十分入ると思っています。  

 それから、事業費として、こちらの土地を借地あるいは売却しますので、条件が余り厳しく

なければ、当然借地の契約の場合には一時金が入ってくるということで、土地の取得費用ある

いは建設費用の一部は捻出できる可能性があるというＡ案です。  

 次にＢ案です。Ｂ案については、基本的に全体の構想、事業を含めて民間でいくというもの

です。どういうものかというと、基本的に民間で公的なものということで、ここでもサービス

つきの高齢者専用賃貸住宅をイメージしているということです。この絵では容積率を十分使い

切っていないことになりますが、当然、高齢者専用賃貸住宅であるので、日の入り方とかを考

えて、全体に箱物を造れないというイメージでいます。駐車場については、民間の施設で、例

えば１階を駐車場にして、２階に医療モールとか福祉施設を入れてみたらどうかというイメー

ジにしています。なお、ここは両方とも少し広場のような機能を持ってきたらどうかと考えて

おります。  

 それから、こちらに並木を造っています。これは、先日のワークショップで、区画整理でこ

の北側にある並木が切られてしまうので、この並木を残してくれないかという話があったので、

ここに並木を造るということで、コンサルタントとして少し良心を示した案になっています。  

 右側の保育所園の用地ですが、これは割合がどのくらいになるか分かりませんが、施設とし

てはそんなに大きくない公的な施設、仮に（仮称）東小金井地域センターという名称にしてあ

りますが、そういうものを造って、駅側に近い部分はここも含めて民間の施設にゆだねるとい

うことで、事業費、土地の購入コストと建設費用の一部を浮かすというようなことで考えてお

ります。基本的にはすべて民間に造っていただいた上で、公共施設の部分は市が譲り受けると

いう形で、その資金はどうなるか。例えば相殺してもらうということで、相殺して、さらにプ

ラス幾らぐらい市がお金を取得できるかということが、今後のいろんな土地取得費を含めて、

コストベネフィットで返ってくることかなと思っています。  

 次に広場型です。これは少し事例も含めて検討してみました。基本的には広場です。広場と

いっても少し施設を入れております。これは、委員会でのご議論もあった施設を入れています。

こちらの駅側に近いところは、当然駐車場が必要なので、これは先ほど言いました横浜のけや

き広場と似たような駐車場にしております。それから、多くの面積は芝生広場が占めるだろう

ということで、とりあえずこちら側は５００平米、こちら側は４００平米ぐらいは確保可能で

はないかなと思っています。それから、駅側に近い街区の下のほうに小さい建物があります。

これは幾つか事例がありまして、いわばコンテナハウス型のチャレンジショップというのが最

近幾つかいろんな事例で出てきております。それをウッドデッキで作って、その周りにコンテ

ナ型のショップを持ってくる。ここではとりあえずチャレンジショップと言っています。ここ
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をだれが作るかが恐らく課題になってくる。事例では、例えばまちづくり会社がこの土地を借

りる、あるいはコンテナを作って地元の起業家に貸して、ある種の起業支援をやっていく、あ

るいは市民が自分でここでショップを開くというようないろんな事例があります。主に中心市

街地でやっている事例なんですが、少しそういうものをイメージして、ウッドデッキでコンテ

ナ型のものができるということで、余りコストがかからないということです。多分借地になる

んだろうと思うんですが、ここの土地をだれが経営していくのかということが１つ課題になる。

可能であれば、商工会とかそういうところがまちづくり会社としてやっていただければ、イメ

ージとしては一番いいかなと思います。  

 右側については、集会所が必要であるという要望もありますので、１００人あるいは２００

人程度入っていろんなことができるような小規模な集会所に。線路側にやや長くなっています

が、これは同じようにコンテナをイメージしております。コンテナと言うと非常に閑散とした

イメージなんですが、そんなイメージではなくて非常にいいもので、その事例を写真で右下の

ほうにお示ししています。開放的なもので、例えばここを小さい図書館、会議室、市民がワー

クショップできるような多目的に使えるものにしたらどうかと。そうすると、この芝生広場か

ら見ることができて、芝生広場に常に出ていける。大きな建物の中に会議室があると、非常に

圧迫感があって自由に使えないというイメージがあるんですが、芝生広場に面するとなると、

相当にぎわいも出てくるし、非常に使い勝手もいいのではないかなと思っていまして、そのよ

うなイメージを皆さんのご意見をいただきながら作ったものになっています。  

 なお、３案に共通していますが、ここに６メートルの道路、我々は専門用語で区画道路と呼

んでいますが、これについては市の管理する道路であります。この部分については、保育園が

あって、両方の街区を含めてにぎわいを持たせるということで、歩行者の安全を考えて、少し

コミュニティ道路風にできないかというようなことも考えておりますし、考えられるのではな

いかなと思っています。それから、両方の街区の建物をデッキで空中でつなぐということも十

分可能であると思っていますので、両方の街区を一体的に考えてみるということが３案に共通

した提案となっています。  

◎加藤委員長 ありがとうございました。  

 ただいまの話なんですけれども、資料４５は、前回のワークショップを踏まえて、Ａ、Ｂ、

Ｃのパターン別に出てきたご意見をメリット、デメリットに振り分けて、なおかつ公益性の話

と事業性の話と両方の軸で整理したものになっています。それから、具体的な空間のイメージ

があったほうがいいだろうということで、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案のイメージを作っていただいたと

いうことになります。当日ワークショップにご参加された委員も多くいらっしゃいますので、

まず、この整理の仕方で補足したほうがいい点とか、その辺についてお伺いしたいのと、でき

れば、どういった公共施設機能がいいのかとか、あるいは財源の考え方をどうすればいいのか

とか、その辺ももしご意見がありましたらお願いしたいと思います。ちょっと難しいですね。  

 私の感じとしましては、資料４５の表を見ていきますと、Ａ、Ｂ、Ｃとそれぞれ、それこそ
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こういう空間的なイメージを出さないで議論したわけですので、メリットもデメリットも実は

相当同じようなものが出てきている気がするんです。例えば公益性のところを見ていきますと、

当然のことながら、にぎわいとか市民ニーズ。当たり前のことなんですけれども、それから、

全市的に見た不足施設、公共施設についてちゃんと考えなきゃいけないんじゃないかとか、多

世代での交流がぜひ必要だという意見、これはどこでも出てきています。  

 それから、時間軸で見ていきますと、やはり社会情勢の変化に対応した考え方を入れたほう

がいいんじゃないかという意見ですね。それはＡでもＢでもＣでもございまして、Ｃの場合は、

やはり考える時間が欲しいとか、段階的にいろいろ様子を見ながら公共性のあるものを作って

いくべきじゃないかみたいな話があったかなと思っています。  

 それから、事業性のところでは、民間にゆだねるものが大きかったり小さかったりするわけ

ですけれども、公共側の負担を減らすために民間を活用するという考え方ですね。これについ

てはおおむね、そんなに反対意見はなかったように感じるんですけれども、ただ、どちらにし

ろ非常に不透明だと。貸地による収益とか、売却によって用地取得費が補てんされるとか、そ

の辺についてもどうも不透明じゃないかというお話と、もう１つは、やはり公共側と民間の役

割分担をきちんとしないと怖いと。例えば民間の施設であれば、市の関与は相当必要なんじゃ

ないかというお話ですね。Ａ案で高齢者専用賃貸住宅の話が出ていましたけれども、それなん

かも本来は公共がやるべき話じゃないかとか、やはり民間を活用するにしても市の関与が相当

必要じゃないかというご意見です。ですから、Ａ、Ｂ、Ｃと割と共通の意見が実はあったのか

なということを私は感じております。  

 それから、これは若干私の個人的な意見に偏っているかもしれないんですけれども、感触か

らすると、皆さんの意見をとらまえると、ＢとＣの折衷案みたいなものが比較的合うのかなと

いうことを最後に感じたところです。３パターン共通して言えることは先ほど申し上げた点な

んですけれども、多様な使い方ができるとか、必要な公共的機能を入れたいとか、その中には

図書館とか子育てという話がありましたし、規模が小さくても交流の場という話が私はちょっ

と印象に残りました。それから、それはひょっとしたら広場の隅にあってもいいんじゃないか

という話なので、それを踏まえると、どうもＢ案とＣ案の間の話だと皆さん納得がいくのかな

とその場では感じたというのが私の個人的な意見でございます。  

◎三橋副委員長 委員長の後に話すのはなかなか話しにくいところも若干あるんですけれども、

ただ、おっしゃるところは僕もそのとおりかなと思うところがある一方で、今回、ワークショ

ップをどういうふうに整理するか、いろいろ考えたんです。まさに委員長がおっしゃられたそ

の場で感じたことというのは僕も共通しているんですけれども、一方で、このワークショップ

は、メンバーとしてかなり意識が高い方、こういうところに来ようという意識が非常にある方

で、かつ高齢者の方中心だった。その中で高齢者の方から一番最初に言われた発言というのが、

３案のメリット、デメリットはどれもそのとおりで、選択というのは包丁を突きつけられてい

るような感じだと、どれも一長一短だよねというような言い方をされた。僕がこれをプレゼン
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したんですけれども、そのときの言いたいことは、どれも一長一短あるということだったんで

す。 

 ただ、その中で市民の方から、アンケートをいただいて出てきた答えというのが、Ｃ案が多

くて、Ａ案、Ｂ案は、いいという意見とどうかという意見が拮抗するような感じで出てきたと

ころです。先ほどから話が出ている、Ａ案であれば、公共施設の配置計画がない、ちょっとそ

こが見えないというところが結構大きな話で、あとはコスト負担の話が出ています。Ｂ案であ

ると、せっかくの公共用地だから公共がやるべきではないかという話の一方で、Ｃ案の意見は、

積極的にＣ案をとるというよりは、どちらかというと、ほかに転用できるからとか、あるいは

コスト面でほかよりもそんなに問題ないんじゃないかというような意見が結構あったところが

Ｃ案の意見という形になっています。 

 こうやって見てみると、市民の方から見ると、これは選択がかなり難しい中で、今暫定的に、

まさにこの区画整理事業がどうなるか分からないとか、市の財源が分からないとか、かつ、ご

みの問題とか庁舎の問題といった話もされている中で、今、市が抱えている問題を考えると広

場じゃないのという話をされている方が結構多かったのが正直な印象です。ただ一方で、これ

も見方なんですけれども、我々が議論したり、あるいは今までのアンケートとか１８年の整備

構想とかを見ると、若い方かどうかは分かりませんけれども、やっぱりＡ案の公共施設が欲し

いとか、民間活用の商業施設が足りないといった意見も結構あったことは事実なんですよね。

そういったところの意見を今後どういうふうにとらえていくのか。  

 あともう１つ、やはり今回の議論として大きな話であるのは、まさに市民意見にもあったよ

うに、公共施設の配置計画がないとか、あるいはＣ案に関しても、先ほど堤さんからも話はあ

ったんですけれども、財源に関してはっきりと話していないんですよね。Ｃだと財源が余りか

からないような言い方をしながら、一方で、これは公園とかの公共施設にしないとなかなか起

債ができないとか、そういったところがある。財源の話が具体的にできていない中で、ある程

度限られた情報の中での議論になっていたんですね。そういったところは我々の中でもまだ議

論ができていないところで、だからこそ、２回のボードトワイスができずにＡ案、Ｂ案、Ｃ案

の議論を整理する中での議論だったので、今この段階で何か結論を出すというよりは、こうい

ったいろんな意見がある中で、もっともっと我々は精緻に詰めていく必要がある。  

 何が大事かといったら、まさに今日、図面を出していただいたんですけれども、これは非常

に意欲的というか、議論を進める中でポイントになるところかなと思っています。今までいろ

いろ議論をしてきて、やっぱり何らかの形でイメージを作っていかなきゃいけないと思うんで

すけれども、本来であれば、Ａの一番最初、上のところのａ街区に「民間に条件付貸地又は売

却」、一言だけ書いてあるんですけれども、ここをもっともっと詳しくしていかなきゃいけない。

公共施設とは何なのかというのを詳しくしていかなきゃいけないし、Ｃのところであれば、防

災機能が必要だとか、広場であってもこういう機能が欲しいという話をどんどんしていかなき

ゃいけない。ある程度そういった議論をしてはいるんですけれども、ここはイメージとなって
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いるだけで文字になっていないんですよ。その文字になっていないところを一生懸命コンサル

の方が、今までの議論を踏まえたら大体こんな感じだと出していただいて、決して我々の意見、

今までの議論からかけ離れているものではないと思うんですよね。それなりのものになってい

るので、そこを我々は逆に文字にして落としていかなきゃいけない。ここがポイントなんだよ

ということを書いていく作業をやっていかなきゃいけないところです。その上で、さっきから

話がある財源の話とか、公共とは何なのかという話を市と一緒に考えながら成案をつくってい

く必要があるなというところが、全体的な印象かなと思っています。  

 一個一個のメリット、デメリットというのは、本当はここでまだ個々の調整があるんです。

公共施設と民間の公共性全般のところで「公有財産についての課題が残る」とあるんですが、

この課題は何なのかとか、一個一個議論したり詰めたり整理したりというのはあるんです。そ

れをやる中で、最終的には委員長がおっしゃるようにＢとＣの間みたいな感じになるのかもし

れないなというところもあるんですけれども、そこに至る過程というか、どういう整理になっ

ていくのかというところは議論していかなきゃいけないんだろうなと思っている次第です。  

◎加藤委員長 ありがとうございました。人数の少ないワークショップでしたし、年齢も偏っ

ていましたので、あくまでもそのときの感触を委員長と副委員長がしゃべってしまって申しわ

けありませんけれども、当日いらした委員の方もいらっしゃいますので、何か補足とか、ある

いは公共施設の中身とか財源の考え方などについて、ご意見とかがございましたらお願いした

いんですけれども。  

◎大久保委員 僕も先日のワークショップに参加させていただいて、皆さんの意見を聞いて思

ったのは、皆さんすごく現実的だなというところです。例えば本当に、皆さん実際のところは

図書館が欲しいんだろうなとか、高齢者福祉施設が欲しいんだろうな。でも、これを建てると

決まったとき、じゃ、実際に建つのは何年後になるのか。市の各施設を建て替えて最後になっ

た場合、２０年後になるのか、３０年後になるのか、そのとき自分はどうなっているか分から

ないということがすごく意見としてあったのかなというところで、その現実的な意見から、ど

うしても広場で少しの公共施設というのが皆さんの大多数の意見だったのかなと思います。  

 今、Ａ、Ｂ、Ｃと３つあるんですけれども、Ａでいくのは厳しいんじゃないかなとすごく思

うので、委員長のおっしゃっていたとおり、ＢとＣの中間みたいな案をどんどん深めていった

ほうが。このままＡ、Ｂ、Ｃを残したままだと、結局この３つはずっと残ってしまうような気

がするので、ＢとＣのどちらに少しずつバランスを置いていくのか。例えばこのイラストにあ

るように、こういう施設があったほうがいいんじゃないか、こういう施設があったほうがいい

んじゃないかと深めたほうが、話として、こういうイメージでつくってほしいのでというのを

持っていきやすいのではないかと思うんです。  

◎加藤委員長 ありがとうございます。こういうご意見が出ましたけれども、ワークショップ

に参加されていない方もぜひご意見をいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。ある

いは公共施設の具体的な機能についてのお話でも結構でございます。  
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◎鏡委員 ここに参加された方は何人でしたっけ。  

◎堤企画政策課主査 １４人です。  

◎鏡委員 １４人いらっしゃって、この中で地権者の方はどのぐらいいるんですか。 

◎堤企画政策課主査 聞いていないので分からないですね。  

◎鏡委員 町名で言うと梶野町とか、東町とか。 

◎堤企画政策課主査 地権者の方だと、梶野町の中にいる可能性があると。 

◎鏡委員 可能性がある。区画整理の当事者の意見ではなくて、むしろそれを取り巻く一般市

民の意見だということですよね。  

◎三橋副委員長 印象的にはそっちのほうが大きいですね。東小金井に住んでいるけれども、

直接的な利害関係という感じじゃなくて、一歩下がったような感じで話していただいたという

感じがします。  

◎鏡委員 地権者に対するアンケートとか意見集約をやったことはあるんですか。  

◎高橋庁舎建設等担当課長 それはまちづくり協議会さんのほうで、区画整理に係る事業の関

係で、過去、第１次、第２次、第３次と順次やっていて、その中でアンケートはとっておりま

す。 

◎加藤委員長 そのアンケートの中身は、この事業用地をどうするかという話ですか。 

◎高橋庁舎建設等担当課長 いや、全体的な話です。東小金井エリアの中でということで。  

◎加藤委員長 エリアの中で。  

◎高橋庁舎建設等担当課長 はい。 

◎鏡委員 この全体の意見を拝見しますと、私も１回目は参加させていただいて、今回はちょ

っと参加できなかったんですが、皆さんからご意見が出ているように、非常に自制的というか、

賢明ですよね。小金井市の現状をよくお分かりになって発言されているなと思ったんです。な

ので、おっしゃっていたように、「積極的に進めるべき」とか「進めるべきではない」とか、こ

ういうアンケートの資料を見ても、大体方向性が見えているんじゃないかなという気がしまし

た。そういうことを大切に案をつくっていけば、それでいいんじゃないかな。すごく賢明な方

向性が出ているなと思いました。  

◎加藤委員長 このアンケートと資料４５でですか。  

◎鏡委員 ４５は余り整理されていないような気がしますけれども、そうなのかなと思うとこ

ろが若干あるので、むしろこのアンケートのほうが傾向が出ているなと思いました。  

◎三橋副委員長 アンケートも、あえて選択肢をかなり多様につくって、意図的と言ったらあ

れなんですけれども、かなりやりやすくしたんですよね。  

◎加藤委員長 そういう意味では、要するに先ほどの大久保委員と同じように、割と現実的に

ちゃんと見据えているようなご意見が多いという評価でいらっしゃいますね。ありがとうござ

います。  

 ほかはいかがでしょうか。公共施設の中身などについてはいかがでしょうか。これは、この
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ワークショップとアンケートを踏まえてという先ほどの整理なんですけれども、今後進めてい

くに当たりまして、公共施設をどんな機能にするかとか、財源の考え方ももうちょっと整理し

なくてはいけないわけです。その辺のところで何かご意見がありましたらお願いしたいんです

けれども。  

◎三橋副委員長 ちょっといいですか。若干繰り返しになっちゃうかもしれないんですけれど

も、市民のほうからも、一方でじっくり考えろという意見と、市の対応が遅いという意見があ

って、なかなか微妙なんですけれども、なかなか難しいなと思っているのは、公共施設の配置

計画がないですよという話が出ている中で、Ａ案に反対の理由は、やっぱりそれがないという

ところで反対が出ている。もちろんコストの話もあったんですけれども、一番多かったのが公

共施設の配置計画がないというところなんですよね。一方で、普通は事業性のコストの話とい

うのは市民と議論するときは後での話であって、まず市民にとってみると、上の市民ニーズと

は何なのかというところが一番議論されて、それに基づいて行政のほうが財源なり事業性を考

えて、どうするかということを議論する。  

 まさに今回市民の中からも、何で採算のことについて我々が考えなきゃいけないんだとか、

もっと夢を語りたいという意見もちょっとあった次第ではあるんです。でも、そう言いながら、

こっちのプレゼンを聞いていただいた中でかなり現実的な話をしていただいたんですが、民間

施設に関しても、積極的に民間が欲しいという意見というか、商業施設はアンケートではゼロ

ですし、積極的な理由というのも結局コスト面の意見なんですよね。コスト面でＢがいいんじ

ゃないかという話になっていて、その反対としては、せっかくの公共用地だから公共で利用す

べきだと。最終的に案をつくるのはいいとは思うんですけれども、こういったご意見をいかに

踏まえて具体的にしていくかというところは、よっぽどちゃんと前提なり、公共施設の意味と

か、あるいは民間もただ造ればいいというのではなくて、どっちかというとこれは消極的な意

見なので、財源の話さえしっかりと提示できるのであればまた違ってくると思うんです。やっ

ぱりそのあたりを市でもしっかりと認識して今後案をつくっていくというか、我々のほうにも

もっと提示していただく必要があるんじゃないかなと思うんですけれども、そのあたりはいか

がですか。  

◎堤企画政策課主査 ちょっと理解の内容を確認したいんですけれども、要は、財源とかのこ

とをもうちょっと詰めた形で、公共施設の機能とかについて市のほうで詰めるべきではないか

と。 

◎三橋副委員長 そういうところがないと、単にＡと書いてこっちで出しましたといって、そ

れでいいんだったらそれでいいですし、この委員会では実現可能性まで考えてくれというので

あれば、実現可能性とは何かといったら、市のほうである程度一緒になって考えてくれないと、

なかなかできないところが大きいと思うんです。単にＣが多かったからＣがいいというふうに

もなかなか。さっきの話じゃないですけれども、広場といってもなかなかならないという中で、

この後どういうふうに議論を進めていくかという落としどころの話として、ちょっとあるんじ
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ゃないかと思ったんです。  

◎堤企画政策課主査 今、副委員長からご指摘いただいたとおりだと事務局でも思っていまし

て、この後提案するスケジュールの部分でも、幾つかポイントがありますけれども、今までの

ご意見を基本の枠として、その範囲内での話ですが、ちょっと庁内で詰めさせていただければ

なと思います。  

◎加藤委員長 ぜひお願いしたいと思います。  

◎堤企画政策課主査 そうですね。財源の部分も含めてということになると思うんですが。  

◎鏡委員 この委員会では、事業費は大体このぐらいの金額で、例えばＡ、Ｂ、Ｃだとそれぞ

れ幾らぐらいかかって、それも民間がどの程度入るかによって市の持ち分が違いますし、その

ような案を出したものを検討するところまでをこの委員会でやるんですか。どこまでやるのか

というところなんです。  

◎加藤委員長 ちょっと議論を先に進めさせていただいていいかな。今後の進め方もお話しい

ただいて、それからまた広く意見をいただくことにしてみてはどうでしょうか。  

◎堤企画政策課主査 スケジュールの話も差し上げたいんですが、今、どこまでやるのかとい

う話になりましたので、そうだとすると……。  

◎三橋副委員長 諮問に書いてありますよね。効率的な考え方ということで、基本的にこれは、

事業の採算性じゃないですけれども、実現可能性まで考えなきゃいけないというところはずっ

と市のほうから言われてきていると僕は思っているんですよ。これはとらえ方なのかもしれま

せんけれども、その実現可能性を踏まえた上で提案をしなきゃいけない。だから、具体的に何

割が民間で、何割が何とかというところまで出すか出さないかは別だとは思うんですけれども、

どの程度実効性があるのかというところは、逆に我々だけじゃ絶対にできないので、一緒にな

って考えていく必要があるというような委員会なのかなと思っていましたけれども、いかがで

すか。 

◎鏡委員 今回ちょっと答えが難しいようなので、このようにＡ案、Ｂ案、Ｃ案が出て、それ

ぞれの性格はこういうところですよと、ある一定の結論じゃないけれども、方向性はこれでも

読めるはずですよね。そこから先は、財源とほかの事業とのタイミングを見計らって市のほう

でお願いしますというような投げ方もありますよね。それともう１つは、副委員長も言ってい

たけれども、ある程度のお金をそれぞれ出して、さらに事業の実効性をこの委員会で斟酌しな

がら、答申案じゃないけれども、さらにもう１段上の案を出していくというようなやり方があ

りますよね。両方ともあると思うんだけれども、どこを望んでいるのかという話です。 

◎高橋庁舎建設等担当課長 今、鏡先生がおっしゃられたようなすごく精緻な事業の実現性と

いうところまで、事業費のことも含めて、規模とかも含めて、そこまで委員会で詰めていくと

いうよりは、その手前ぐらいの段階というのが私たちのイメージなんです。先ほど三橋副委員

長からちょっとあったんですけれども、諮問事項ということで言うと、整備活用計画案につい

てということと、そのほか東小金井駅北口まちづくり事業用地における最適な公共公益施設の
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整備及び公共資産の活用に係る留意事項についてということなんです。ですから、この中で余

り実現性のない形で議論が進んでいってしまうのはちょっと違うかなということなんですけれ

ども、実現性にこだわる余り、具体的過ぎるというか、精緻過ぎるような形まではちょっとど

うなのかなと考えています。  

◎鏡委員 今、三橋副委員長が言ったような方向でさらに議論していくと、マックス１００％

市がやった場合と、あとは５０％民間が入った場合とか、３０％とか、それぞれＡ、Ｂ、Ｃ案

で民間活用パターン、市が丸々やるパターンとかが出てくるということですか。全体枠で、例

えばＣ案だと３０億ぐらいでＡ案だと１００億ぐらい、そこは民間を入れなきゃいけないとか、

そういうシミュレーションは確かにできるんですけれども、そこからの判断をこの委員会でや

るのはなかなか難しいなと。だから、そういう案をつくるところまでやるというんだったら、

まあ、皆さんがいいと言うんだっらいいんだけれども、どうなのかなと。１つ方向性だけこう

やって議論して、あとは財源とかタイミングを見ながら、どうですかというふうに投げちゃう

のが一番いいのかなと。  

◎加藤委員長 いかがでしょうか。  

◎三橋副委員長 諮問の中でよく言われるのが「最適」なんですよね。最適ということはなか

なか難しくて、長期計画審議会でも、最適って何だという議論を結構したんですよ。そのとき

は、置かれている環境、得られる情報を全部踏まえた上で一番いいものを選択していくという

ことだとは思うんですけれども、その中には当然今言ったお金の問題も絡んでくる話にはなり

ます。あとは、我々としてそれがどこまでできるかという話だと思います。市民感覚からいう

と、答申を出すのはいいんだけれども、それが棚ざらしになったりとか、出したはいいけれど

も結局できないじゃんと、みんな結構そういうふうに思っているんですよね。この委員会が仮

にあったとしても、ごみの問題、市庁舎の問題があるし、出したら出したで、結局そういう問

題が片づくまで棚ざらしになるんだよねと。だったら別に、抽象的なものを出しておいて、と

りあえず出しておくだけ出しておいて、イメージはあるけれども実際に動くのは何年か先です

よというのだったら、それはそれで１つだと僕も思います。そうじゃなくて、そういうのはい

ろいろあるけれども、やっぱり実現可能性をちゃんと考えて、きっちりやっていくんですとい

うようなところなのかも問われているのかなと思っています。 

◎高橋庁舎建設等担当課長 正直に申し上げて、これはこの段階で申し上げていいのかどうか

よく分からないんですけれども、去年の今ごろになるんですかね、当初この委員会を立ち上げ

たときは、１８年に策定した整備構想がありますので、庁内でいろんな公共施設、どんなもの

がというニーズ調査をしたり、まちづくり協議会さんのほうでやっていただいたアンケート調

査を参考にしたり、やっぱり財政的に厳しいというのは当時もありましたので、民間資金活用

も視野に入れてということだったので、私のイメージとしては、何とかセンターとかと言われ

ているようなものを含めて、具体的な公共施設をどのようにしたら実現が可能なのかというイ

メージでスタートしました。  
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 ただ、やっぱり議論を進めていく中で、事業手法とかをどういうふうに選択していくのかが

１つの大きなキーポイントになっているんだなというのがだんだん分かってきて、そうなって

くると、区画整理事業自体の進捗とも大きく絡んでくる部分もあったり、また、新都市建設公

社の動きによっても影響を受ける部分があって、余りここで具体的なものをかちっと決め過ぎ

てしまうと、ちょっと将来的な動きとミスマッチする可能性ももしかしたらあるのかなと。た

だ、やっぱり事業手法であったり整備する機能の方向性であったりというのは、この計画の中

である程度イメージを固めておかないと、動ける段階になったときに、その次のステップ、具

体的な事業化というところに多分行けないんだろうと今考えているところなんです。 

◎三橋副委員長 今の高橋さんの発言は非常に重たくて、結構ぐさっとくるものが正直あるん

です。個人的な話かもしれないんですけれども、センター的なものがまずイメージにあったと

いうところもそうですし、今、どっちかというと手法の話がメインになってくるんじゃないか

というところも話されたんですけれども……。  

◎高橋庁舎建設等担当課長 手法とその機能ですよね。そこに導入していく機能をどういう形

でやるのが市にとって、市民にとって一番いいのかということ。最初のころは箱物イメージみ

たいなものがすごく強かったんだけれども、そうじゃない活用の仕方、例えば広場的なものが

出てきたりしていますので、そういったものも当然ありだろうとか思ったりもしますし。 

◎三橋副委員長 今まで我々の議論の柱というのは、手法と実際にできるものなり機能なりは

一体になって考えなきゃいけないという話がある。あとは、まさに我々の中でも、周りが何か

分からない中で考えるというのは非常に困難で、さっきの区画整理事業で、ほかのところで影

響を受けちゃうからという話になってくると、それこそ区画整理課からしてみると、ここで議

論していること自体少なくとも何らかの形で影響を受けると思うんです。ただ、それでも我々

としてみたら、この公共資産を平成２５年から取得できるかもしれないという中で、できる限

り早くしっかりとした計画を立てて実現可能なものを作っていく必要があるというふうに僕は

諮問を受けていたというか、そのような話があったということで議論をしていたので、もし今

のようなお話であるのであれば、まさに鏡さんがおっしゃられるように、ゴールは何なのかと

いうところを事務局とも詰めた上で、どこまでやりますかという話をしっかりと整理しておく

必要があるんじゃないかなと今思いました。  

◎高橋庁舎建設等担当課長 ですから、私が言いたかったのは、鏡先生がどっちにするのと言

った中で、どちらかというと最後の具体的なものというところじゃなくて、その手前のところ

で方向性を出して、財源とか時期については行政側で整理し、これらを踏まえて計画としてま

とめていくというのが１つの手法かなと考えているんです。 

 それから、Ａ、Ｂ、Ｃの３案については、ワークショップとかアンケートなんかを通して考

えると、Ｂ、Ｃを中心に今後整理していくのが、今までの議論の流れ、ワークショップとかも

踏まえた中で一番いいんじゃないかなというふうに私としては考えているんです。  

◎三橋副委員長 Ｂがいいという理由はどこを根拠にしてですか。アンケートの結果だと、Ａ
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もＢも同じような感じになるんですよね。一番最初の投票は、ＡとＢだったらＢのほうが若干

いいという感じでしたけれども、ただ、議論をしてみたらＡとＢは拮抗した。  

◎高橋庁舎建設等担当課長 それは第２回目の話ですよね。私は、第１回目のワークショップ

とか、その手前のアンケートとかも含めた流れの中でという話なんです。  

◎三橋副委員長 そうであれば、もうちょっと丁寧に整理する必要があるかなと思いますね。

ＡはＡで、公共施設についてもそれなりに。大きいのは無理だと思うんですけれどもね。  

◎加藤委員長 では、とにかくこの委員会の目指すところは、要するに公共施設の機能、それ

から事業手法とセットで方向性を見きわめてほしいということでよろしいですか。 

◎高橋庁舎建設等担当課長 これまでの委員会の中での議論もそうだし、ワークショップの中

でもそうだし、市議会の意見を聞いてもそうなんですけれども、例えば１つ、図書室、図書館

というキーワードがあるんです。いわゆる中央館みたいなものはちょっと厳しいかなと思いつ

つも、図書室のような分館レベルのものになったとしても、実際にそれを事業として考えてい

ったときに、例えばどの程度の蔵書とかスペースという話をやっぱり考えなきゃいけなくて、

特に箱物としてはスペースの問題があるんですけれども、本の種類とか蔵書の話になるとソフ

ト的な話になってきます。ワークショップのご意見の中では、例えば検索とか貸し借りだけで

もという話もありましたので、そうすると、今度は図書館事業自体の運営の話にも踏み込んで

いく話になるわけですよね。そういったことも含めて全部を整理してここの中で結論を出すと

いうのは、庁内的にも委員会的にも厳しいのかなという気はしていますので、そういうことも

含めて先ほどのお話になってくるということなんです。  

◎加藤委員長 先ほどのお話というのは。 

◎高橋庁舎建設等担当課長 事業手法と機能の方向性というところがある程度見えてくるよう

な計画。今言ったような運用面であったり実際の細かい市のソフト的な問題というのは、そこ

から先についてまた我々のほうが考えていく話になるのかなと。 

◎鏡委員 僕はちょっと違う視点で、先ほど三橋副委員長がちらっと言ったことがすごく気に

なったんだけれども、委員長はＢとＣの折衷案がいいとおっしゃったんですが……。  

◎加藤委員長 折衷案がいいというか、折衷案が求められているように感じたということです。 

◎鏡委員 感じたということですね。ただ、資料だけ拝見すると、Ｂ案を積極的に支持するよ

うな話は余り出てこないんじゃないかなと思ったし、Ｂ案の特徴というのは、医療福祉関係が

どんと民間の資本で入ってくるようなイメージなんですが……。  

◎加藤委員長 いや、これはただのイメージ図ですけれども。 

◎三橋副委員長 あくまでもイメージということです。 

◎鏡委員 これは商業でもあるということなのかな。  

◎三橋副委員長 ただ、商業は今のところ否定されていますね。  

◎鏡委員 となると、例えば医療とか福祉系を入れたほうがいいというアンケートは見受けら

れないので、ちょっとそれは違うのかなと、むしろＣパターンのほうが分かりやすいのかなと
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思ったんです。それは流れの中の話が１つです。  

 そういうことを踏まえて考えると、例えばＡ、Ｂ、Ｃのうち１つのモデルで１００％市が財

源を出したときのマックスの負担と、仮に５０％ぐらいで、ある一部分が民間。例えばＣ案と

すると、ミニショップの部分はどこかの民間資本を借りて、その部分が入ったことを前提にす

ると、どのぐらいの市の負担になるのか、そういうざっくりとした案ぐらいは出せるのかなと

思うんです。それは技術的なこともあるんでしょうけれども。  

◎野口主席研究員 恐らく今後そういうことが求められるかなということは想像していたんで

すが、ただ、その前提として、貸地の場合に、上物にどういう条件を課すかによって、多分一

時金自体が決定的に変わってくる、あるいは売却の場合も決定的に変わってくると思っていま

して、そういう意味で、その辺の条件づけを少しご議論いただきたいなと。いわゆる民間の集

合住宅は否定されていると感じていますし、商業施設も否定されている。少し地代が稼げそう

だなと、直感的に高齢者専用賃貸住宅と民間医療モールを入れてみたということなんです。し

たがって、そういう条件についてある程度出していただければ、こちらとしてもこの程度でい

けるんじゃないかというようなイメージはつくんですが、率直に、今の時点では、ざっくりと

しても、まだ採算性が出せるレベルの絞り込みができていないなという感じもあります。 

 同様に、公共施設についても、今回ＢとＣで提案させていただいたものについて、ほぼこれ

でいいので、もうちょっと議論を進めていただければ、これぐらいだったらこのぐらいの費用

でいけるというようなところは議論に基づいてざっくり出せるかなと思っています。そういう

意味で、イニシャルコストとして土地の取得費プラス、公共施設部分については上物建設費、

民間については売却あるいは地代、一時金がどのぐらい想定されるのかというところまである

程度数字を出せるような、特に上物について少しご議論いただいたら、我々として作業がもう

ちょっと進むのかなと。すみません、単に作業ベースでの話ということで、要らぬことだと言

われれば、その議論どおり進めるということではあるんですが。 

◎加藤委員長 上物というのは、公共施設、市の施設のほうと民間と両方ですね。 

◎野口主席研究員 そうです。  

◎三橋副委員長 野口さんがおっしゃるとおりで、先ほどから話しているように、要は具体的

に中身をもっともっと議論しないとフィージビリティーもかけられないというのは前からあっ

た話だとは思います。ただ、僕は、やっぱり鏡さんがおっしゃられた、今までの議論の流れを

見ると、Ｂがメインというよりは、もちろんＣであっても民間があっても全然いいわけなんで

すけれども、これはＣがメインではないかと。僕もワークショップなりこれまでの議論を踏ま

えると、やっぱりＣだなと。今結論を出せと言われればですけれどもね。今結論を出すことが

適切かどうか僕は分かりませんし、どっちかというとそれは不適切だと思っているぐらいです

けれども、今結論を出せと言われるんだったら、Ｃだというふうに僕も思いました。  

 ただ、Ｃで広場中心、これは最終的にはそうなるのかもしれないですけれども、繰り返しに

なりますが、市民が言っているのは、先ほどから高橋さんがおっしゃられるように、今いろん
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な所与の条件の中で何をどうしていいか市民としても分からないので、とりあえず暫定的にこ

れにしておきましょう。何しろコストが小さいと思われるからやりましょうというところから

来ているので、仮にこれがＢで民間だという話になってくると、それこそ２０年、特に民間が

大きくなればなるほど、その部分の土地は何十年も貸すような形にもなってくると思いますし、

市民からもそれはどうかという意見も結構あったわけですよね。そのような中で、今この段階

で民間はどうしますという話にまでなるのかなと。先ほどＣ案で提案があったチャレンジショ

ップぐらいのところで、広場を生かすためにどういったものがあるのかというのを考えるんだ

ったら、それはあり得るとは思うんですけれども、じゃ、積極的に民間を活用して、それで資

金を導入して、それの手法を使ってとかという話になってくるかというと、そこまで今の段階

で結論を出すのはかなり際どいというか、やり過ぎかなという感じはしています。 

◎野口主席研究員 ワークショップのときに副委員長から説明していただいたと思うんですが、

ただ、市民の方が必ずしも理解できなかったのは、用地を取得するだけで、全部取得したとし

て最低限２０億かかると、ここが頭にきちんと残って議論されていない。暫定的にペンディン

グしたとしても２０億かかるんだという情報がもう少し理解よく入っていれば、率直に言いま

すが、必ずしもＣ案が一番いいんだという議論にはならなかったんではないかなという感想を

持っています。使わないのが一番安いんだという誤解をしている、実は使わないのが一番高い

んだというご理解になっていないところが、すみません、事務局としてややじくじたる結論だ

ったということです。  

◎加藤委員長 そういう事業採算性の問題はきっと入っていないと思いますよ。 

◎野口主席研究員 はい。  

◎加藤委員長 ですので、ＢからＣの間かなと思ったんですけれども、この話は、どういうふ

うに方向性を定めて、例えばちょっと幅を持たせて、これだったらこういきそうだとか、採算

性の問題を整理していただくことにして、この中身、例えば民間ではどういう施設だったらあ

り得るかとか、あるいはぜひとも公の側が設置すべき施設機能とか、そういうのがあったら、

その辺のところを少し議論したほうがいいかなと思うんですけれども、何かご意見はないでし

ょうか。  

◎今井委員 何を考えればいいのかさっぱり分からないような状況で、もうちょっと何かでき

ませんかね。今日はさすがに難しくて全然分からないな。  

◎加藤委員長 そうですよね。私もこれは議論が難しいなと実は思っているんです。ただ、こ

の委員会で答えを出すというのが、要するに施設機能としてどんなものが必要かという話と、

市の財源との関係での事業手法、両方セットで方向性を出すということですので、事業手法に

ついては難しくて私たちでは到底考えられないと思うんですよ。ただ、採算性がある程度ある

か、ないかぐらいはイメージできるわけです。ですから、多分、事務局のほうで欲しがってい

るのは、じゃ、中身が何だったらいいのかという話かなと思ったんです。要するに機能です。

どういう機能がここにあればいいのか。でも、それも、はっきり言うと、本当は市のほうのお
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考えとか市全域の中の公共施設の話とかがないと難しいなと実は思っているところなんですけ

れども、どうしましょうか。  

◎三橋副委員長 僕は先ほどの高橋さんの意見にはまるっきり反対で、手法と機能だけであれ

ば、少なくとも手法については我々が議論するのはなかなか難しいというのはさっきから委員

長が言われているとおりだと思いますし、機能の話というのは、市民ニーズという形で、生涯

学習だとか、福祉だとか、健康だとかという形で１８年の整備構想で１回出されていて、それ

に対して一定の議論もされているとは思うんです。逆に機能だけだと我々はなかなかイメージ

がつかないから、僕はあくまでも一市民目線で話しちゃいますけれども、市民目線で言うと、

何ができるんですか、どんなものが実現するんですかと、そういうところに皆さん興味を持た

れているし、ある意味、委員会として、僕自身もそういうふうな議論なのかなと思っていたん

です。ですので、前回のワークショップをやっても、機能の話とか手法の話というのは、我々

にとってみたらそんなのは興味ないんだぐらいな感じで言われた方は結構多かったと思うんで

す。そういう中で、この委員会も、もう具体的な中身の話はしませんと。広場だとか施設だと

かの話をしないで、あくまでもその中に入る機能だけの話にしますとなったら、市民に対して

何が分かりやすいようなアウトプットになるのかというところが僕には全然イメージがつかな

いんです。  

◎高橋庁舎建設等担当課長 すみません。言い方として悪かったのかもしれないんだけれども、

機能と言ったときに、今まで行政の内部でも機能ということで整理はしてきている部分もある

んだけれども、漠然と、例えば図書室機能とか、老人介護のための機能とか、福祉機能という

話よりは、もうちょっと具体性がある形で整理できるといいなと私としては考えているんです。 

例えば生涯学習支援センターとか、男女平等支援センターとかという名称の具体的なところ

までは多分いかないんだろうなと思いつつ、例えばそこには会議室があってとか、図書室機能

というか本の貸し借りができる機能があってとか、そういうところまでは詰めたいなと思って

いるんです。そういうところから、箱の規模であったりとかというのが具体的に出てくるので

はないかなと思ってはいるんです。  

◎三橋副委員長 我々は相当頑張って議論しているつもりではあるんですけれども、例えば今

のお話に対しても、公共施設に対して、永田さんから多機能でスケルトンだとかいろいろと、

議論がまだなかなか詰まらない中であった。かつ、このＡ案、Ｂ案、Ｃ案も、具体的に数字ま

では言いませんでしたけれども、それぞれ５００平米ぐらいだったらこの会館ぐらいの大きさ

だとか、１，０００平米だったらこれぐらい、１，５００平米だったらこれぐらいと、大体こ

の敷地でこれぐらいだったらここまで議論できるよねという形までいろいろと想定しながら議

論しているわけじゃないですか。そういう中で、今、市のほうから、ゴールが定まらないよう

なかなり抽象的な発言をされると、なかなかこちらも議論がしんどいなというところではある

ので、もうちょっと具体的に。 

 今日の僕のイメージとしては、今言ったスケルトンなり、１，５００平米ある中で、いかに
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この中身を具体的に議論していきましょうと。ただ、それは市のほうも考えていかなきゃいけ

ないから、後で出てくる資料４６の中で、市もワークショップとかをやりますよというような

話だと思ってはいるんです。そこの目標をちゃんと共有化するために、今のゴールといったと

きに、今、そのセンターの１個１個の中身までいかないまでも、それに近づけるような努力と

いうのはかなりするわけですよね。そのあたりをちゃんとうまくポジティブに話していただか

ないと、結局何も分からないという中で、こちらとしても議論のしようがなくなってしまうと

ころが若干あるので。すみません、この言い方は大変恐縮なんですけれども。  

◎今井委員 委員長、これはもうちょっと数字的なシミュレーションはできないんですか。例

えば、全体的に買うのに２０億かかりますと。Ａに関しては、この部分は大体これぐらいで売

れるだろう、建物は幾らぐらいで建てますよ、収入については公共施設だから多分ない。Ｂに

関してはこうなって、収入がこうだと。Ｃはこうだと。プロのコンサルさんのすごいのがいる

わけですから、数字的なものを出してもらえると、あっ、これは金がかかるけれども入ってく

るのもあるなとか、これはかかりっ放しだなとか、そういうのも出さないと、これはちょっと

きつくないですかね。どっちかというと私はそのほうが、おっ、これはもうかるなとかね。そ

れについてはどうですか。  

◎加藤委員長 そうですね。ただ、きっとその中身が分からないとそれを出せないということ

ですよね。  

◎今井委員 でも、結構大ざっぱなところでいけるんじゃないですか。それで、ここをもうち

ょっと細かく調べてくださいよとかいうのをみんなで提案したりすれば。 

◎野口主席研究員 今、Ａ、Ｂ、Ｃと言っていますが、仮にここの用途を、医療モールとか書

いていますが、これを前提としてということでよろしいんでしょうか。容積率は、率直に言い

ますと、民間の分は最大限使って検討するという前提にならざるを得ないなと思っているので、

今の時点で直感的にどうなるかは発言できるんですが、それを数字として出す場合には相当リ

サーチをやらないといけないと私は思います。直感的に、億単位ではじけというのは厳しいん

ですが、大中小―難しいな、何と言ったらいいのか。ある程度一般的なコストではじけと言

われたら、ある程度はじけるような気がしますが、これで地代が幾らになるかと聞かれてしま

ったら、そこまでは、すみません。 

◎今井委員 でも、多分出ますよ。売るのも大体これぐらいの場合で出るし……。  

◎野口主席研究員 売却は出ると思います。  

◎今井委員 建物も、床面積でいけば大体箱は出るだろうし、賃貸も絶対出ますよ。だから、

結構なそこそこの数字が出せるんじゃないかと思うんですけれども。  

◎野口主席研究員 すみません、繰り返しますが、その場合に、条件つきという話が出ている

ので、まさに条件で何をつけるかというところ。 

◎今井委員 なるほどね。  

◎野口主席研究員 仮にここのＡ、Ｂ、Ｃ案で書いてある条件でいいからやってみろと言われ
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れば、少しお時間をいただければ可能性はあるかなと。  

◎今井委員 そうですね。最高の条件と最低の条件で随分変わるでしょうが、やっぱり見える

ものがないと、人の話ばっかりをまとめたって、まとまるわけはないんじゃないかな。  

◎加藤委員長 では、ちょっと時間が押してきているので、こういうのはどうでしょうか。そ

ういうコスト計算は、いろいろ異論もあると思うんですけれども、このイメージ図を前提にし

てはじき出していただいて。厳しいですか。  

◎野口主席研究員 １カ月中にやれと言われたら非常に厳しいんですが、少し余裕を持たせて

いただければ、それは不可能ではありません。期待されるほど出るかどうかというのはちょっ

とありますが、やってみます。  

◎今井委員 期待していますよ。 

◎黒崎主任研究員 ざっくりしたあれですよね。これぐらいからこれぐらいというふうな幅を

持たせた形でいいんですね。 

◎野口主席研究員 永田さんがいらっしゃるので、余りこれ以上は言いづらいんですが。  

◎永田委員 多分、精緻なものは今井さんも求めていなくて、逆にそういうことをやらない限

り、課長さんには失礼なんですけれども、Ｃがいいとは多分言い切れないと私は実は最初から

思っているんです。Ａでもいいんじゃないのと実は思ったりしているわけです。それが見えな

いわけですね。ですから、委員長が言われたように、ＢとＣの間とかと言われていますけれど

も、本当にそうなのと。私はずっと聞いていたんですけれども、やはり今井さんが言われたよ

うなことをやらない限り、多分これは難しいのかなと思うんですよね。 

◎三橋副委員長 その際なんですけれども、民間のところは私は今のやり方でいいと思うんで

すけれども、公共のところの財源なり考え方というところが、やっぱり市が一緒になってやら

ないといけない部分だと思うんですよね。それが今まで財源という話ができていない。Ｃ案だ

ったら特にそうですし、Ａ案だって公共のところはそうだし、Ｂ案だって公共が一部あります

から、そういうところをちゃんと、どういう財源で、どれくらい金利がかかって、どんなとこ

ろの補助金を持ってくるのかというような話をしっかりとやっていただきたいなと思います。  

◎高橋庁舎建設等担当課長 今井さんのおっしゃることはすごくよく分かるんです。我々もや

っぱり事業のことを考えて、また、多分、今井さんは初めのころからそれを言われていたと思

うんですよ。幾らまでだったらできるのか、できないのかみたいなことをずっとおっしゃられ

ていたと思っていて、今まで我々が内部で事業をやるときだって、この事業をやるためには幾

らかかるんですとかという話をしながら財政のほうを説得していくということをやるわけです。

ただ、今まで数字を出してこなかったという部分もあると思っていて、それは要するに、数字

を出してしまうことによって、先ほどの資料の話ではないですけれども、そういうものがひと

り歩きをしてしまうという部分があるので、あえて避けてきたという部分があるのです。ここ

から先、数字を出して議論をしていくんだということであると、取扱いについては事前に我々

としてもちゃんと考えておかないといけないのかなと思っています。  
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 公共の部分のボリュームなんかだと、一定の床面積と平米単価ということであれば、これぐ

らいの規模のものであればこれぐらいの事業費だというのは出せるは出せるんです。  

◎三橋副委員長 ただ、前提としてはちゃんとしっかり押さえた上でと。 

◎高橋庁舎建設等担当課長 はい。 

◎加藤委員長 実は私も、はっきり言ってこれ以上議論はできないなという気がするんです。

私がこんなことを言っちゃいけないんですけれども、さらに具体的に進めていくためには、公

共の機能といっても、もう出尽くしている感じがするんですよね。それをまた会議室だの何だ

のと、もっと細かくというのはあるかもしれないんですけれども、それはちょっと限界があり

ますよね。それをここで考えるのはどうでしょうか。なので、すみませんが、今後の進め方の

ほうをご説明いただいて、最終的にどうするかを決めたいと思います。  

◎堤企画政策課主査 事務局としては資料４６の提案をしているんですけれども、例えばＣ案

とした場合に、実際に財源的にそれが一番安い、財源の問題としては一番ハードルが低いとは

限らないということがあるので、例えば起債ができそうな案件なのかとか、与えられる補助金

とかがあるのかというのは事務局のほうでちょっと詰めていかなきゃいけない。多目的複合と

いう方向性ではあるんですけれども、課長が申し上げたように、この大きさの会議室でこうい

う機能をやるというかっちりした最終的な答申案を計画として書いていくかというと、そこま

ではいかないにしても、もうちょっと具体化をしなければ、整備構想で踏まえた計画にはなっ

ていかないという認識を持っています。  

 それで、当初予定の５月８日に策定委員会、２４日に策定委員会で、６月にパブリックコメ

ントという案を変更させていただいて、１つは、本日、写真を散りばめさせていただきました

けれども、どういうものを実現していくかというイメージを策定委員会としても高めていくた

めに、５月８日の委員会に代えて中旬に現地視察をしていったらどうかというのが１つ。もう

１つ、それによって策定委員会のイメージをもう少し具体化するというのはありますが、それ

を踏まえて、６月、７月では庁内での検討を活発化させて、主に公共施設の中身の具体化と財

源のこととなりますけれども、そちらの調整を踏まえて８月にたたき台をお示しして、９月に

パブリックコメントというふうに進めたらどうかと思っているんです。  

◎加藤委員長 いかがでしょうか。  

◎鏡委員 Ａ、Ｂ、Ｃ案でイメージ図が出てきて、例えばＣ案というのは私が描いていたイメ

ージとかなり近いものだなと思ったので、個人的には大分収れんしてきたなと思うんです。に

もかかわらず、これから財源の話になると、多分これはまた振り出しになっちゃいますよ。な

ので、むしろこの委員会では、財源と時期については、いわゆる政策を実行する立場の方々に

お任せをして、こういう機能を市民が求めているんだというところでとどめておくのがスマー

トなんじゃないかなと思うんですよね。 

 これ以降、例えば具体的にここの議論が、じゃ、１００億かかった、どこから財源を持って

くるとか、あるいはここを売れるかという調査とか議論をしたとしても、本当に売れるかどう
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かなんて分からないし、そういう事業者がつくかどうかだって分からないじゃないですか。  

◎加藤委員長 そうするとまた振り出しに戻って。 

◎鏡委員 つまり、ここの委員会では、もともとそういうところを抜きにして機能と手法の話

をしていきましょうという話だったんだけれども、手法って結局、かなり具体的に、タイミン

グの話もあるので、ちょっとそこに無理があるのかなと思うんです。だから、むしろ市民の話

を聞くか、あるいはこの委員会での方向性としては、どういう機能をここに盛り込むのかとい

うところでとどめるべきなんじゃないかなと思います。 

◎加藤委員長 機能と手法ではなくて、機能だけでよろしいんじゃないかという話ですね。  

◎鏡委員 そうですね。  

◎加藤委員長 いかがでしょうか。先ほど課長がお話しになっていましたけれども、実はこの

ワークショップでも、相当市の財源の話ががんがん出ていたんですよ。はっきり言うと、私は

ごみ焼却場問題で頭がくらくらするぐらい、その話ばっかり出ていたりしたんです。だから、

実はこの市民ワークショップも、本当はもっと回数を重ねたほうがいいのかもしれないんです

が、ちょっとそれは置いておいて、きちんとこの委員会で客観的に見た形での提案をしなくて

はいけないなと思っているんですよ。市民ワークショップだけに依拠するような形ではなくて、

アンケートとかです。ですから、そういう意味では、やはりきちんと事業手法を押さえて提案

しない限り、また結局無駄な委員会答申になってしまうかなという気が私は実はしてしまいま

して、それはちょっと悲しいかなと思っているので、できればある程度の事業手法とセットで

議論ができるといいなと思っているんです。  

 でも、これ以上かなり細かい精緻なものとなると結構きついなと実は私も思っていまして、

何しろ一番重要なのは、文句ばっかり言っちゃって申しわけないんですが、市のほうでどうい

うお考えなのかとか、市の計画の中ではここはどういう位置づけでいたいと思っているのかと

か、その辺をぜひはっきりさせていただきたいと思って、多分この変更案のスケジュールにつ

いてはその意向を酌んでいただいたのかなと思っているんです。要するに庁内の調整ですよね。

ここの場所について市としてどういうスタンスを持つかという話がいただけるのかなと思って

いるんですけれども。  

◎三橋副委員長 僕も委員長がおっしゃるとおりだと思っています。ただ、言いたいところが

１つあって、それは、市の考えといったときに、これはあくまでも我々が議論するための環境

の整備なんです。公共用地の事業計画であり、財源であり、公共の中身としてこういったもの

が必要だということであって、これを造りたいとか、広場にすべきだとか、公共施設を造るべ

きだというのは、あくまでもこれは、そういう結論ありきだったら委員会を作る意味がないの

で、やっぱりそれを議論する、それを考える上では、周辺の条件整備というのをしっかりと用

意してほしい。 

 だから、区画整理事業がある中で、まだ途中経過でそのような状況があるにもかかわらず、

何で今このタイミングで委員会を先に開いたのかというところをもう１回確認というか、思い
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出していただきたいなというところがあって、それを踏まえて、２５年以降、取得していてあ

る程度置いておくのか、そうじゃなくて考えていくのかというところを整理して、今この条件

の中でどこまでできるのかというところをもう１回。それはどちらかというと、こうすべきだ

とか、こうだということではなくて、今この段階ではここまでしか環境は整備できませんと。

ここまでしか市のほうとしては話ができないんだから、じゃ、委員会としても、今の状況であ

ればこうですよと。市民の今の意見というのは、まさに鏡さんがおっしゃられたとおり、それ

以上の話が今この中でできないんだったらこういう結論だよねという話になってしまうんです

よね。だから、そういったところの環境の整備、議論するための前提をもうちょっとしっかり

と。これは僕も正・副委員長として話をしていますので、もうちょっとこの委員会を始めるに

当たって整理しなきゃいけないんだなと思っています。  

◎加藤委員長 そうですね。検討材料として庁内で整理していただくということですよね。  

 では、そういうスケジュールを今組んでいただいているようなんですけれども、資料４６の

スケジュール案についてはいかがでしょうか。先ほど現地視察の話などもございましたけれど

も。 

◎今井委員 でも、前のアンケート調査の内容とかを見ると、歳入の状況とか、経常費とか、

基金があるかとか、こう見ていると、なるべくお金がかからないものを選んでほしいなという

のはよく見えますよね。  

◎加藤委員長 そうですね。そうしましたら、大体このスケジュールでよろしいでしょうか。  

◎三橋副委員長 １つだけ。僕も、市で１回整理する必要があると思います。ただ、こういっ

たことははっきり言って異例だと思います。議論する中でこちらが質問を投げて、次の委員会

までに検討しておきますというのはいろいろあるんですけれども、９回から１０回にかけて３

カ月も置いて庁内で各課調整をして、ワークショップを庁内で開くという話は余り聞いたこと

がないというか、ちょっと異例だなと思います。そのときに我々として、今委員長がおっしゃ

られたようなことを含めて、ここのこういうところを議論して投げ返してくださいというとこ

ろをちゃんと整理した上で、かつ、８月以降なんですけれども、８月に第１０回が出てきて、

パブコメが９月ということで、１回しか議論するタイミングがない。要は市のほうから意見が

出てきて、それを受けて２時間か３時間議論しただけですぐパブコメとなると思うので、この

あたりは、パブコメを出すのであれば、あるいは説明会を開くのであれば、丁寧な議論ができ

るように、いろいろと諸条件はあるとは思うんですけれども、しっかりと議論ができるような

体制、回数の問題を含めて検討していただきたいなと、これは意見として言っておきます。  

◎加藤委員長 ありがとうございました。 

 事前に打ち合わせをしておきながら申しわけございません。現地視察のことは後ほど日程調

整などをしたいと思うんですけれども、９回目の５月２４日の委員会では機能の面でこういう

ことを議論してほしいということをチェックリスト的に作っていただくとか、それでやってい

くほうがいいかなと。申しわけないんですけれども、多分ここからは出てこないと思うんです
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よ。なので、これはどうですかみたいなことを書き出したものをいただいたほうがいいかなと。

それは私の個人的な話ですけれども、そう思いました。  

 それからもう１つは、いわゆるコストパフォーマンスですね。今井委員にご提案いただいた、

一般的なコストで、このイメージ図で結構ですので、大体こんな感じだとこんな感じになるみ

たいなことがあると、いわゆる機能面とコスト面の両方が９回目でやや整理されて、庁内のワ

ークショップにかけていただける案になるかなと思うんですけれども、それはいかがでしょう

か。 

◎本川委員 今のコストパフォーマンスの部分でいいんですけれども、これを前提にというこ

とですと、Ｂ案というのは医療関係、それからデイケア等、高齢者向けに非常に偏ったような

機能をしているんですね。ですから、そこら辺のことをもうちょっと考慮した形で考えていた

だくほうが分かりやすい……。  

◎野口主席研究員 どのように考慮する。  

◎黒崎主任研究員 例えば高齢者のサービスつき住宅と医療モール以外にこういうのもありな

んじゃないかと、そういう条件設定ですか。  

◎三橋副委員長 例えばですけれども、毎回ちょっと話がある待機児童を解消するための機能。

具体的に言ったら、前もちょっと話しましたステーション型保育の話ですとか、病児・病後児

保育の話ですとか、いろいろとあると思うので、要は高齢者の話だけじゃなくて……。  

◎今井委員 いや、そんな細かいのは要らないんだよ。建物がこのぐらいかかって、賃貸した

ら幾らかかるというのが分かればいいんだから、何が入ろうと別にいいんだよ。  

◎野口主席研究員 よろしいでしょうか。反論ではありませんが、家賃を幾らにするか、地代

を幾らにするかというときに、この地代では今言われたような施設は入れませんと言われたら

全くリアリティーがないので、ここをどうするか。  

◎今井委員 だから、上と下である程度の設定はできませんか。  

◎野口主席研究員 それはできます。再開発もよくやっているので、再開発をやるように全部

はじけと言われたら、極めて単純に周辺のコストを教えていただいて地代とか家賃とかをばあ

っと入れらるんですが、そうすると恐らく皆さんが要望されている施設は全く事業採算が合わ

なくて入れないという結論になることが、事務局として非常に不安であると申し上げていると

いうことです。  

◎三橋副委員長 そうでしょうね。  

◎野口主席研究員 多分、今、三橋委員が言われているような施設は、このコストでは入れま

せんと、民間に９９％言われると僕は思っているんです。そのときに市場価格でコスト計算を

やってよろしいでしょうかということなんですが。  

◎黒崎主任研究員 そうすると、結局スーパーしか入れないということになったら、この委員

会での議論と違ってきちゃうので、そういうこととかを心配しているんですか。  

◎今井委員 こういうパターンで組むとＢはできないということがもし出た場合に、そうした
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らＢはできないんだと判断すればいいだけの話であって、そこに何を入れよう、これを入れよ

うというよりも、入れようと思っていたものが入れるか入れないか。これによって、Ｂはちょ

っときついなとか、Ａはいけるなとかとなって、この委員会としてはこれがいいかなというの

が出ればいいんじゃないですか。  

◎三橋副委員長 なるほど。今井さんがおっしゃるのも一つですよね。僕が思ったのは、高齢

者専用賃貸住宅といったときに、僕もこれはちょっと違和感があったんですよ。１戸当たり何

千万とか非常に金額の高い、所得の高い人たちが入れるような専用の住宅がここにできるとい

うこと自体が一般市民の価値になるのかと。ですので、それこそあんず苑だとかつきみの園み

たいに市が逆に補助金を出すような施設だったらそれなりに意味はあるけれども、それだった

ら民間施設にする意味がない。まさに今井さんがおっしゃられるように、そういうふうになら

ない。 

◎今井委員 いや、高齢者のこれは収入源として入れるためのものであるから、なるべく高い

ところに入ってもらったほうがいいんですよ。  

◎三橋副委員長 まあ、そうなんですけれども、そこは逆に議論になるところですよね。  

◎野口主席研究員 要するに、今の議論で、まさにそこでありまして、我々が民間ベースでや

ること、市場価格でやることは極めて簡単に可能なんですが、そうすると、率直に言いますと

Ａ、Ｂ、Ｃ案は全部だめになる可能性が極めて高いと思っているので、そんなものを皆様に示

しても失礼だと思っているので……。  

◎今井委員 いや、いいんじゃないですか、それはそれで。  

◎三橋副委員長 それをまず浮き彫りにさせると。  

◎今井委員 うん。だって、だめならだめで分かったほうがいいと思うけれどもな、私は。な

るべく、できる限りの中で、ここの委員会として、いつできるかをちゃんと考えるためには、

できる、できないの判断は必要じゃないですかね。  

◎野口主席研究員 議論するための材料としては必要であるということですね。  

◎今井委員 うん。全部できなくて、何もしないで広場のままが一番いいんだということにな

れば、それはそれでいい。 

◎野口主席研究員 なるほど。  

◎三橋副委員長 だから、それはまた問題だというので、また議論が戻っちゃいますけれども。  

◎堤企画政策課主査 先ほどチェックリストとコストという話を委員長からいただいたんです

けれども、課長、部長とも調整できていない部分もありますが、自分の考えとしては、次回検

討するのは、基本的には三橋副委員長がおっしゃったように、市に検討してもらう部分を詰め

るということがメインになるのかなと理解しているんです。ですので、コストについてもちょ

っとお時間をいただきたいということもございまして、庁内での調整にあわせて、例えば私の

ほうでも、起債が可能な案件かとか、補助金等で見込めるものがあるかとかというのは、粗い

んですけれども、今のＢパターン、Ｃパターンに合わせて見ていくことになりますので、提示
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させていただくのが今のスケジュールだと８月の回になってくるんです。  

 逆に、今のスケジュールだとちょっとお時間をいただき過ぎな面もあって申しわけないんで

すけれども、基本はやっぱり委員長がおっしゃったように、この後は多目的複合で４つの機能

をにらみながら整備しなければいけない。でも、大き過ぎる施設は要らない中では、最大限ど

ういうことができるのかというのが本川委員にもおっしゃっていただいた件であります。そう

いうことを庁内で検討していくに当たって、丸投げというのもちょっと、諮問していただいた

らまた市に戻していただくわけですので、その辺について交通整理をして、庁内での調整に入

っていくための次回なのかなと思っているんですけれども、その理解でよろしいでしょうか。  

◎本川委員 私はよく思っているんですが、結局、実現性のないものを幾ら検討しても本当に

無駄なことになってしまうので、少なくともこの委員会が終わるときに、タイムスケジュール

的には分からないんですが、ここまで行けば実現する可能性があるというところまで何とか検

討させていただく。その手法は分からないです。全く分かりませんが、そういうふうな目標を

持ってやらせていただきたいなと思うんです。  

◎堤企画政策課主査 論点みたいなものは、委員会としてのキャッチボールを正しくつくるた

めのという意味でも事務局でも整理させていただきたいんですけれども、自分の感じとしては、

鏡委員がおっしゃったこと、委員長のおっしゃったこと、副委員長のおっしゃったこと、うち

の課長が申し上げたこととかとあわせますと、例えばＣ案という方向性は、Ｂとの融合も含め

てあるという方向性が今アンケートとかで見てとれたとしても、それで本当に最小限の―事

業費としてはＡ、Ｂ、Ｃの中では一番小さいんですけれども、市の持ち出し分は２番目ぐらい

に大きくなる可能性があります。結局財政的に耐え切れないのが明白であるならば、幾らまで

ならば財政的な手当てができるのかというのは微妙な議論なんですけれども、明らかに不可能

な数字に近くなっているということになれば、この方向性では進めようがなくなってしまうと

いうこともあって、そういうことは、今のキャッチボールでは、ここまでは考えていただいた

ので、ちょっと中で詰めてみたらどうだろうというフェーズに入っているのかなと思います。  

 今日は、スケジュール変更も含めて、現地視察もありますが、少し市役所側で関係課長を含

めて調整して考えてみてよという方向性を確認させていただいて、特にこういう点に突っ込ん

だらどうだろうかというのを次回お時間いただいて、整理させていただいて、庁内のフェーズ

に移るという感じかなと思っているんです。  

◎加藤委員長 考えてみてよというのは、係長がおっしゃるのは機能だけでいいんじゃないか

というお話ですよね。コストのほうはちょっと置いておいて。  

◎堤企画政策課主査 その辺で実現可能性があるのかというのが問題になるのは分かっていま

すので、それもパブリックコメントに持っていくに当たっては大事なポイントだとは思うんで

すけれども、２度検討することになりますので、５月の回で示すというのは違うと思うんです。

Ｃ案の中でも、今だと簡易な施設で、プレハブとかとして交流機能を持てる施設を建てたらど

うだろう、コンテナなどを活用した図書室機能を持たせたらどうだろうという考えがイメージ
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として出てきていると思うんですけれども、庁内でもそういうのはありだねと。まず、図書館

的にありなのかということもやっぱり検討しなきゃいけないことだと思いますので、そうなっ

たときに、じゃ、それがコストとしてどうだろうということも合わせていくことになります。

５月に示しても、庁内の方向性で、こういうものがないと図書室機能としてはちょっと難しい

んだよなというふうになってしまうと、また８月に計算し直さなきゃいけなくなってしまうの

で、合わせた形でさせていただく必要があるのかなと思うんです。  

◎黒崎主任研究員 補足なんですけれども、ちょっと基本的なことを述べさせてください。実

現可能性ということが、今日いろいろその言葉をめぐってご意見、議論されていると思うんで

すが、事務局としては、やっぱりそっぽを向かれたらおしまいというのがありまして、１つに

は、この土地を活用していく民間企業からそっぽを向かれて、結局、立派な計画はできたけれ

ども全然借り手がつかないとかいうことになってはいけないよということで、事業手法とセッ

トで検討しましょうという話がこの間ずっと来ているのが１つですよね。  

 もう１つそっぽを向かれちゃいけないのは庁内なんですよ。庁内のいろんな関係各課から、

この施設の維持管理とかということになったとき、そんな話は聞いていないということになっ

てはいけないわけです。そういう意味で、時期的にはちょっと遅かったのかもしれませんけれ

ども、パブリックコメントの前に庁内での意見を聞いて、策定委員会の議論をフィードバック

して、またこの策定委員会でご議論いただいて、パブリックコメントにかけたいよと、そうい

う意向だというふうにお考えいただきたいんです。  

 やっぱり一番そっぽを向かれてはいけない、ないがしろにしてはいけないのは市民の意見と

いうことで、そういう考えからワークショップも２回やって、ご意見をどんどん出してもらえ

るように前回も行った。その意見を踏まえながらつくっていきたい。事務局の姿勢はそういう

ところにあるんですよということはご理解いただきたいです。  

 だから、今井委員さんから言われました、ざっくりとした形でいいから大体の金額、お金の

話、事業費の話を次回出してほしいということは、支出面ではできると思うんです。これぐら

いの費用がかかりますと。ただし、起債した額と補助金をどういうふうに当て込むかとか、地

代もある程度出るとは思うんですが、市内部で起債したり、補助金を確保したり、その辺の話

はきっと出せるところまでしか出せないんだろうなと思っておりまして、その場合は、多分取

扱注意という資料の扱いになるのかなという気はしております。それはきっと議会とかいろん

なところとの話も出てくるのかなと。その辺は配慮していただければと思うんですけれども。 

◎加藤委員長 となると、９回目の策定委員会では機能の問題を詰める・・・。  

◎三橋副委員長 要は、資料４５で言っている、さっき話があったＡとかＢとかＣの具体的な

中身は何なのかというのをより詰めていく。先ほどの図面のままでいいのかどうかも含めてで

すけれども、それの中身を、図面でもいいですし、文字でもいいですし、できるだけそれを１

つ１つ起こしていくことが大事だということですよね。  

◎加藤委員長 そういうことですね。それで機能の問題を詰めるか。  
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◎堤企画政策課主査 それで、この部分について庁内での検討ができないかと。  

◎三橋副委員長 そうですね。検討できないかということですね。ここはこれ以上我々では議

論できないので、この部分について議論してくださいと。逆にそこがしっかりしていないと市

に丸投げみたいな感じになってしまうので、それはちょっとおかしいですよという話になりま

すよね。  

◎高橋庁舎建設等担当課長 市のほうは、公共で受け持つ部分についていろんな意見をいただ

いているじゃないですか。事業手法ごとに規模もある程度分かってくるので、その中で具体的

にどういうものをセットしていくのかと。多目的複合というところまでは一定の庁内合意もと

れているし、委員会での合意もとれていて共通認識だと思っているんです。ただ、どの多目的

複合なのかというところまではまだ詰め切れていないので、それを委員会の皆さんでどうぞご

議論くださいというのはちょっと違うんじゃないのかなというところが、この庁内ワークショ

ップの考え方の１つです。  

◎三橋副委員長 ただ、我々もまるっきり全部投げるわけじゃなくて、議論の中で、例えば図

書館は無理だけれども図書室ぐらいは要望が強いよねだとか、集会室に関してはやっぱり必要

というか、一般的には欲しいという話があるよねとか、ある程度の議論はしてきていると思う

んです。それをもう１回きちんと整理して、その整理をするのはもしかしたら正・副委員長の

役割なのかもしれませんけれども、しっかりとこれを橋渡しして、庁内でも、じゃ、こういう

ものだったらどうかというふうにやっていただきたいなと思います。  

◎高橋庁舎建設等担当課長 私たちも事務局としてずっとかかわってきているので、そういっ

たことを踏まえてというのは重々認識しているところなので、そのような形でやっていきたい

と思っています。  

◎加藤委員長 では、９回目は、また今までの議論の繰り返しになるかもしれませんけれども、

結局この中身を詰めていくということのようです。  

◎堤企画政策課主査 詰めるというか、整理をするということです。  

◎加藤委員長 整理をするということですね。詰めていくとか整理をするということ。 

◎堤企画政策課主査 市に宿題というか、検討部分についてを浮き彫りにするということです。 

◎加藤委員長 分かりました。そういうことでよろしいでしょうか。  

◎堤企画政策課主査 以前、本川委員から子供たちの意見を聞きたいということがありまして、

なかなか当該年度、簡単に学校の協力が得られないところがありますが、のびゆくこどもプラ

ンのニーズ調査の中で、子供たちがどういう施設を欲しいと思っているかという資料があった

のを本川委員にお送りしたことがございます。ですので、また参考資料として皆様にお送りさ

せていただければと思います。 

◎本川委員 ぜひ見ていただきたいのと、さっき、少し高年齢の方たちばかりの参加だったと

いうので。これは平成２１年のアンケート調査の結果で、結構見ていて興味のある回答が出て

いるものですから、１つの材料にしていただければと出していただいたので、ありがとうござ
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いました。  

◎加藤委員長 ありがとうございます。では、検討材料にさせていただきたいと思います。  

 それでは、ちょっと時間が延びておりますけれども、スケジュールのほうはこういうことで

よろしいということで、次は現地視察についてですが、こちらの候補につきまして……。  

◎堤企画政策課主査 事務局からよろしいですか。  

◎加藤委員長 はい。 

◎堤企画政策課主査 視察先については、例えばＢとかＡという要素もあるんですけれども、

Ｃについては具体的な話をワークショップでされたので、例えば広場とか、今日お示しさせて

いただいたイメージでよければ、簡易な建物という意味ではコンテナの活用というようなヒン

トがございますので、そういうところでちょっと視察候補先をピックアップさせていただいて、

今日、写真として載せていただいたようなもののうち近隣にあるものということですが、ちょ

っと正・副委員長と調整させていただいて、メニューのほうは事務局で考えさせていただけな

いでしょうか。 

 その上でお諮りしたいのは日程についてで、もともとの予定が５月８日でございましたので、

平日の夕方や夜の時間に視察をするということなのか、当初の予定とは違いますが、例えば５

月１２日、１３日の土日とか、または１９日、２０日の土日かもしれませんけれども、土曜、

日曜の午後とかにお時間をいただいて視察するという方向か、どちらがよろしいかを伺ってお

きたいと思います。  

◎今井委員 ５月８日はなくなったのね。  

◎堤企画政策課主査 はい。２４日は予定どおりございます。  

◎今井委員 現地視察は、あの現場を見るというんじゃないのね。よそを見に行くということ

ですね。 

◎加藤委員長 そうです。広場とかそういうのを見に行くということですね。 

◎黒崎主任研究員 そのほうが多分今後の議論が具体的にイメージしやすいのかなと思ってお

ります。  

◎高橋庁舎建設等担当課長 ちなみに現地も大分概況ができてきているので、今は更地になっ

て、今日も来るときに部長と見てきたんですけれども、活用しようと思っている大きいほうの

土地と、１，０００平米ぐらいの土地のところもすっかり形は見えているので。  

◎加藤委員長 それも見ると。  

◎高橋庁舎建設等担当課長 はい。昼間であれば十分に見えると思います。  

◎黒崎主任研究員 現場ですね。  

◎高橋庁舎建設等担当課長 はい、現場。  

◎三橋副委員長 ６時ぐらいでも明るいけれどもね。  

◎堤企画政策課主査 だんだん日が長くなってまいりました。  

◎加藤委員長 ご予定はいかがでしょうかということですか。日程調整をしたいと思いますの
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で、いったん休憩いたします。  

（ 休  憩 ） 

◎加藤委員長 再開いたします。では、５月１２日が第１候補ということですね。 

◎堤企画政策課主査 はい。そこで調整させていただきたいと思います。  

◎加藤委員長 そういうことですね。そのほか、よろしいでしょうか。  

 では、本日の議題はすべて終了しましたので、委員会を終了させていただきます。どうもお

疲れさまでございました。  

 

（午後９時００分閉会）  


